


上記 ３つの修了、取得が条件。 
 
修了要件を満たしたら、協会に対し修了申請を行う。 
 
入会後、5年を目途に修了することが望ましい。 
 
申請後、協会からは 5年間の有効期限を示した 生涯教育基礎研修修了証 
 

が交付される。これは、認定作業療法士取得研修の受講と、認定作業療法士 
 

の申請に必須条件である。 

現職者共通研修 
 

10 テーマ 

現職者選択研修 
 

２ 領域 

基礎ポイント 
 

50 ポイント以上 



生涯教育基礎研修修了証の有効期限内 （ 5年間 ） に、 
 

50ポイントの基礎研修ポイント取得を目指し、更新申請を行う。 
 
 
なお、5年間の有効期限を失効した場合でも、50ポイントを 
 

取得した時点で、申請を行うことが出来る。 


